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平成２２年度第１回千葉市入札適正化・苦情検討委員会 議事録 

 
１ 日 時  平成２２年６月２日（月） 午後２時３０分～午後３時３０分 
２ 場 所  工事入札室（本庁舎５階） 
３ 出席者  （委 員） 

小峰委員長、大迫委員、篠委員、中曽根委員、本橋委員（５０音順） 
（事務局） 
平賀財政局長、宍倉財政部長、森契約課長、槌谷技術管理課長、 
澤内工事検査室長、北田契約課主幹、米華契約課課長補佐、 
東端契約第一係長、安藤契約第二係長 

４ 議 題 
（１）審議事項 

千葉市入札適正化・苦情検討委員会設置条例及び同運営要綱の制定について 
（２）報告事項 

ア 入札・契約制度について 
イ 工事検査について 

 

５ 議事の概要 

（１）委員長の選任について 

委員の互選の結果、大迫委員の推薦により、小峰委員に決定 
（２）委員長職務代理の選任について 

小峰委員長の指名により、大迫委員に決定 

（３）議事録署名人について 

小峰委員長の指名により、篠委員と中曽根委員に決定 

（４）千葉市入札適正化・苦情検討委員会設置条例及び同運営要綱の制定について 

事務局案のとおり運営要綱を決定 

（５）報告事項について 

事務局から、入札・契約制度及び工事検査について報告 

（６）次回の審議対象抽出委員について 

小峰委員長の指名により、篠委員に決定 
 

６ 会議経過（発言の要約） 

 
（４）千葉市入札適正化・苦情検討委員会設置条例及び同運営要綱の制定について 

 
○小峰委員長  事務局から、説明をお願いします。 
 
○米華契約課補佐 （設置条例及び運営要綱（事務局案）について説明） 
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質疑・応答 
 
○小峰委員長  事務局の説明に対して、何か質問・意見等ございますか。 
 
○小峰委員長  無いようですので、事務局案のとおり運営要綱を決定してよろしいでし

ょうか。 
 

異議なし 
 
○小峰委員長  それでは、事務局案のとおり決定いたします。 
 
（５）報告事項について 
 
○小峰委員長  事務局から、報告をお願いします。 
 
○北田契約課主幹 （入札・契約制度について報告） 
 
○澤内工事検査室長 （工事検査について報告） 
 

質疑・応答 
 
○本 橋 委 員  「予定価格の事後公表に関する試行要領」の第４条の「開札」というと

ころで、「再度入札は、原則として執行しないものとする」とありますが、

その入札は違う方式でやるということなのでしょうか。 
 
○東端契約課係長  この入札は不調となり、再度の執行方法は検討することとなります。 
 
○大 迫 委 員  低入札調査基準価格と最低制限価格を分けた趣旨は、何ですか。 
 
○森契約課長  金額によって分けております。最低制限価格は１０００万円未満で、低

入札調査基準価格は１０００万円以上で採用しています。調査基準価格は、

業者のコスト縮減の余地があるということで、線引きをしております。 
 
○大 迫 委 員  算定式は同じであるので、趣旨が分かりかねる。 
 
○森契約課長  低入札調査基準価格と最低制限価格をどう適用させるかは、各市によっ

て異なっております。現在の経済情勢や過当競争の進んでいる状況ですと、

最低制限価格の対象を引き上げるなど、いろいろな考え方がございます。 
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 千葉市の場合は、平成２０年度から制限付一般競争入札を１０００万円

以上で執行し、調査基準価格も同じく１０００万円以上に設定しました。

平成２１年１０月に制限付一般競争入札を２５０万円超まで引き下げまし

たが、低入札調査基準価格の引き下げは、事務的にも、コスト縮減的にも

厳しかろうということで、この基準は維持しました。 
 
○大 迫 委 員  １０００万円未満には厳しく、１０００万円以上だったら調査で救われ

るという気がしますが。 
 
○小峰委員長  線引きは、どうしても出てくるということですね。意見として承知して

おいてください。 
 
○森契約課長  経済情勢が厳しい中で、業者からは最低制限価格の基準を上げて欲しい

という要望が強いです。低入札での落札を抑制したいようです。 
 
○大 迫 委 員  総合評価は、原則２０００万円以上の工事に適用ということですが、業

務委託はどうなるのですか。 
 
○槌谷技術管理課長  業務委託は、試行的に１０００万円以上で総合評価を実施します。 
 
○大 迫 委 員  総合評価の技術評価に関する苦情は、本委員会の対象になっていないの

ですか。 
 
○森契約課長  １回目の苦情は工事発注課が受付して対応します。納得いかない場合の、

再苦情については本委員会で審査します。 
 
○大 迫 委 員  技術評価が決まった後に、苦情を言えるのですか。 
 
○槌谷技術管理課長  落札者決定後、結果を公表するので、その後、苦情申立てをすることが

できます。 
 
○大 迫 委 員  落札者と契約し、工事が進行していきますよね。苦情は、どうなるので

すか。 
 
○森契約課長  苦情申立ては、原則として、入札・契約手続の執行を妨げないものとし

ております。ですから、中断することはございません。 
 
○中曽根委員  再苦情申立てが認められたときの、今後講じようとする措置とは何です
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か。 
 
○森契約課長  審査の適正化や審査の手法など、手続き面の適正化を図る措置を想定し

ております。 
 
○大 迫 委 員  苦情は言えるけれども、結果については変更ないということですね。 
 
○小峰委員長  他に何かございますか。無いようですので、これで終了させて頂きます。 
 
 

以 上 
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平成２２年度第１回千葉市入札適正化・苦情検討委員会議事録署名人 

 
 
 
 
 
   委   員                         ㊞ 
 
 
 
 
 
 
 
   委   員                         ㊞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

問い合わせ先 千葉市財政局財政部契約課 
ＴＥＬ ０４３（２４５）５０８８ 
ＦＡＸ ０４３（２４５）５５３６ 


